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インベスコ投信投資顧問株式会社 

本書は、証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 



１．この目論見書により行うインベスコ 店頭・成長株オープンの受益証券の募集につ

いては、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証

券届出書を平成17年３月17日に関東財務局長に提出しており、平成17年３月18日に

その届出の効力が生じております。

２．インベスコ 店頭・成長株オープンの受益証券の価額は、同ファンドに組み入れら

れる有価証券などの値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はす

べて投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金が保証されている

ものではありません。

３．証券取引法第13条第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目論見書

（「請求目論見書」といいます。）は投資家による請求により交付され、請求を行っ

た場合は、投資家自らその旨の記録をしておいて下さい。なお、この目論見書には、

当該「請求目論見書」が添付されております。

４．投資信託は、預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
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目論見書の概要 目論見書の概要 

商 品 分 類  追加型株式投資信託／国内株式型（店頭株型） 

お 申 込 期 間  平成17年３月18日（金）から平成18年３月17日（金）まで 

決 算 日  毎年１回（原則12月 21日。ただし、同日が休業日の場合は、翌営業日） 

主 な 運 用 方 針  投資信託財産の成長を目標として、積極運用を行います。 

お 申 込 価 額  取得申込受付日の基準価額 

主 な 投 資 対 象  
インベスコ　店頭・成長株　マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
受益証券 

お申込取扱場所 
（ 販 売 会 社 ）  

後記＜当ファンドの照会先＞にお問い合わせください。 

 
 
ファンドの特色 

a　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、ジャスダック市場をは
じめとする新興市場（東証マザーズ、ヘラクレス等）上場銘柄を中心とする成長
性溢れるわが国の株式等に投資します。 

s　JASDAQ　INDEXをベンチマークとします。 
d　ファミリーファンド方式により運用を行います。 

 

価額変動リスク 

a　価格変動リスク 
s　ベンチマークに関するリスク 
d　ファミリーファンド方式に関わるリスク 
　（→詳細は、本文「投資リスク」をご参照ください。） 

 
信 託 期 間  

無期限（平成５年 12月 29日設定） 
ただし、受益権の総口数が当初設定口数の 10分の１を下回ることとなった場合等は、
信託期間の途中で信託を終了させることがあります。 

 
 
 

主 な 投 資 制 限  

a　株式への実質投資割合※には、制限を設けません。 
※実質投資割合とは、当ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する当該資産の
うち、当ファンドに属するとみなした額との合計額が、当ファンドの投資信託財産の純資産総額
に占める割合をいいます。以下同じ。 

s　外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30％以下とし
ます。 

d　投資信託証券（マザーファンド受益証券は除きます。）への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

 
 
 

お 申 込 手 数 料  

申込口数、申込金額※１または申込代金等に応じて、申込価額に販売会社がそれぞ
れ定める 2.1％（税込）※２以内の手数料率を乗じて得た額とします。 
※１「申込金額」とは、「申込価額×申込口数」により計算される金額をいいます。以下同じ。 
※２ 本書中において、「税込」と表示する場合は、各手数料等に係る消費税等相当額を含めた当該
手数料等を表わします。 

※３　償還乗換えにより当ファンドの受益証券を取得する場合には、その範囲内で取得する口数に
ついて、各販売会社が別途定める申込手数料率を適用する場合があります。 

※４「確定拠出年金コース」へのお申込みの場合は、無手数料となります。 

 
 

お 申 込 単 位  

a　一般コース：１万口以上１万口単位 
s　自動けいぞく投資コース：１万円以上１円単位または 10万円以上１円単位 
d　確定拠出年金コース：１円以上１円単位 
※１　「自動けいぞく投資コース」または「確定拠出年金コース」における収益分配金の再投資は、
１口単位となります。 
※２　申込コースは販売会社ごとに異なりますので、各販売会社にお問い合わせください。 

 
 
 

収 益 分 配  

原則として、年１回の毎決算時に基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行い
ます。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 
a「一般コース」の場合……原則として決算日から起算して５営業日目（予定）か
らお支払いいたします。 

s「自動けいぞく投資コース」の場合……分配金は税金を差し引いた後、自動的に
無手数料で再投資されます。 

d「確定拠出年金コース」の場合……分配金は自動的に無手数料で再投資されます
が、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 

インベスコ　店頭・成長株オープンの概要 

換金代金のお支払 原則として、請求受付日から起算して４営業日目からとします。 
信 託 報 酬  純資産総額に対して年率1.05％（税込） 

投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 
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お　申　込　時 

 
 
 
 
 
お 申 込 手 数 料  

所得税および地方税 個人の場合※1

法人の場合  所 得 税  

普 通 分 配 金 に 対 し  10％※2

普 通 分 配 金 に 対 し  ７％※3
収 益 分 配 時  

所得税および地方税 個人の場合※1

法人の場合  所 得 税  

個別元本※4超過額に対し 10％※2

個別元本※4超過額に対し ７％※3
償 還 時  

所得税および地方税 個人の場合※1

法人の場合  所 得 税  

個別元本※4超過額に対し 10％※2

個別元本※4超過額に対し ７％※3

個 人 の 場 合  

法 人 の 場 合  

申告分離課税（原則） 

法 人 課 税  

詳しくは本文 
「費用と税金」を
ご参照ください。 

途 中  
換金時 

解 約  
請 求  

買 取  
請 求  

※１　確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。一部解約時および償還時の損失については、確定申告を
行うことにより、株式等の売買益との損益通算が可能となります。 

※２　平成20年４月１日以降は20％となります。 
※３　平成20年４月１日以降は15％となります。 
※４　個別元本とは、すべてのお客様の個々の受益証券の取得価額をいうもので、各受益者の税法上の元本にあたるも
のです。 

※５　上記にかかわらず、「確定拠出年金コース」の受益者に対しては、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。 

費用と税金 費用と税金 
■お申込時、収益分配時、換金時、償還時等にご負担いただく費用・税金 

時　期 項　目 費　用・税　金 

申込口数、申込金額または申込代金等に応
じて、申込価額に販売会社がそれぞれ定め
る 2.1％（税込）以内の手数料率を乗じて
得た額とします。 
 
（注１）償還乗換えにより当ファンドの受益証券を

取得する場合には、その範囲内で取得する口
数について、各販売会社が別途定める申込手
数料率を適用する場合があります。 

（注２）「確定拠出年金コース」へのお申込みの場
合は、無手数料となります。 

毎 日  

組入株式等売買時 

時　期 

信 託 報 酬  

総額 

売買委託手数料 

項　目 費　用 

純資産総額に対して……………　年率1.0500％（税込） 

配分 
委託会社：純資産総額に対して…年率0.5775％（税込） 
販売会社：純資産総額に対して…年率0.3675％（税込） 
受託会社：純資産総額に対して…年率0.1050％（税込） 

手数料は自由化されています。 

※１　株式等の売買委託手数料に係る消費税等相当額（当該手数料の５％）を投資信託財産から支払います。 
※２　投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等相当額（当該費用の５％）を投資信託財産か
ら支払います。 

※３　上記のほか、外貨建資産の保管費用、先物取引やオプション取引等に要する費用等を投資信託財産から支払います。 
 
（注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 

＜当ファンドの照会先＞ 
当ファンドの基準価額、販売会社等の情報については、下記にお問い合わせください。 
 
名　　称：インベスコ投信投資顧問株式会社 
電話番号：03-3506-6859 
［受付時間：営業日の午前 9時から午後 5時まで（半日営業日は午前 9時から正午まで）］ 
ホームページ：http://www.invesco.co.jp/

■投資信託財産で間接的にご負担いただく（投資信託財産が支払う）費用 
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１．インベスコ　店頭・成長株オープン（以下、「当ファンド」といいます。）の受益証
券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規
定により有価証券届出書を平成17年３月17日に関東財務局長に提出しており、平
成17年３月18日にその届出の効力が生じております。 

２．本書は、証券取引法第13条第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目
論見書（請求目論見書）です。 

３．当ファンドのお申込みの取扱いに当たっては、原則として、目論見書をお渡しし
ますので、本書のご利用に際しては、当該目論見書も併せてご覧ください。 

 
ファンドの詳細情報 
第１　ファンドの沿革 
第２　手続等 
　１申込（販売）手続等 
　２換金（解約）手続等 
第３　管理及び運営 
　１資産管理等の概要 
　　a資産の評価　s保管　d信託期間　f計算期間　gその他 
　２受益者の権利等 
第４　ファンドの経理状況 
　１財務諸表 
　　a貸借対照表　s損益及び剰余金計算書　d附属明細表 
　２ファンドの現況 
　　・純資産額計算書 
第５　設定及び解約の実績 
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